
　

第22期連結計算書類の連結注記表
第22期計算書類の個別注記表

　

株式会社エフオン

　

当社は、第22回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連
結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第13条の規定に基
づき、当社ホームページ（http://www.ef-on.co.jp/）に掲載することにより株主のみなさ
まに提供しております。
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連 結 注 記 表
　
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 ：６ 社
② 連結子会社の名称 ：株式会社エフオン日田

株式会社エフオン白河
株式会社エフオン豊後大野
株式会社エフオン壬生
株式会社エフバイオス
ソレイユ日田株式会社

③ 非連結子会社 ：株式会社エフオン新宮
連結の範囲から除いた理由 ：連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の関連会社の数 ：― 社
② 持分法非適用の非連結子会社 ：株式会社エフオン新宮
持分法を適用しない理由 ：連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため。

（3）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ａ．その他有価証券
時価のないもの ：移動平均法による原価法

ｂ．デリバティブ ：時価法
ｃ．たな卸資産 ：総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産（リース資産を除く）
省エネルギー支援サービス事業用の有形固定資産

：買取りオプションが付与された固定資産については、
エネルギー供給サービス契約期間を耐用年数とし、契
約期間満了時における資産の見積処分価額を残存価額
とする定額法。上記以外については経済的使用可能予
測期間を耐用年数とする定額法。

その他の事業用の建物及び構築物、機械装置及び運搬具
：グリーンエナジー事業の発電設備における主な建物及
び構築物、機械装置は経済的使用可能予測期間を耐用
年数とする定額法。

その他の有形固定資産 ：定率法
ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて
おります。

ｃ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

：リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定
額法

リース取引に関する会計基準の改正適用以前に契約をしたものについては、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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③ 重要な引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を算出しております。

ｂ．メンテナンス費用引当金
省エネルギー支援サービス事業の機械装置、グリーンエナジー事業の発電設備にかかる定期
点検等のメンテナンス費用の支出に備えるため、その支出見込額のうち当連結会計年度末ま
でに負担すべき費用の見積額を計上しております。

ｃ．賞与引当金
当社及び連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当
連結会計年度負担額を計上しております。

④ 重要なヘッジ会計の方法
ａ．ヘッジ会計の方法 ：繰延ヘッジ処理。ただし一部については特例処理によ

っております。
ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ：ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金
ｃ．ヘッジ方針 ：デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、借入金

の金利変動によるリスクを回避することを目的として
金利スワップを利用しており、投機目的の取引は行っ
ておりません。

ｄ．ヘッジ有効性の評価方法 ：ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動
の累計とを比率分析する方法。
ただし、特例処理によっている金利スワップについて
は、有効性の評価を省略しております。

⑤ 消費税等の会計処理 ：税抜方式によっております。
⑥ 借入金利息等の固定資産取得原価算入
建設期間が１年以上のプロジェクトにかかる固定資産については、その建設期間中の借入金利
息及び借入付随費用を取得原価に算入しております。

⑦ 連結納税制度の適用 ：当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用して
おります。

（4）会計方針の変更
（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用）
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応
報告第36号 平成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）を当連結会計年度より適
用し、平成30年４月１日以後従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に
ついては、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27
日）等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的
な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き
有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
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（5）未適用の会計基準等
　① 税効果会計に係る会計基準の適用指針等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日
改正 企業会計基準委員会）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月
16日最終改正 企業会計基準委員会）

ａ．概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関す
る実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要
と考えられる以下の見直しが行われたものであります。

　
（会計処理の見直しを行った主な取扱い）
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
ｂ．適用予定日

　 平成31年６月期の期首より適用予定です。
ｃ．当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結計算書類に与える影響額について
は、現時点で評価中であります。

　② 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員
会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日
企業会計基準委員会）

ａ．概要
　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に
関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASB
においてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年
１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年
度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計
基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、
IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号
の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで
我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲
で代替的な取扱いを追加することとされております。
ｂ．適用予定
　平成34年６月期の期首より適用予定です。
ｃ．当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点
で評価中であります。
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２．連結貸借対照表に関する注記
（1）担保資産
担保に供している資産及び担保に係る債務
① 現金及び預金 ： 750百万円
② 建物及び構築物 ： 3,363百万円 (3,265百万円)
③ 機械装置及び運搬具 ： 7,304百万円 (7,264百万円)
④ 土地 ： 1,653百万円
この他に連結上表記されない関係会社株式（帳簿価額1,981百万円）を担保に供しておりま
す。
上記物件及び関係会社株式は、一年内返済予定長期借入金666百万円、長期借入金9,687百万
円及び金利スワップ取引分の担保に供しております。

⑤ 売掛金 ： 110百万円
⑥ リース資産 ： 432百万円
上記資産を割賦及びリースに関する債務に対する譲渡担保等に供しております。なお、上記割
賦及びリースに関する債務は、買掛金３百万円、一年内支払予定長期未払金335百万円、長期
未払金488百万円、リース債務（流動負債）134百万円、リース債務（固定負債）346百万円
であります。

担保係る債務
長期借入金（１年内返済予定額を含む）： 10,353百万円 (7,177百万円)
（注）上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

（2）有形固定資産の減価償却累計額 ： 12,702百万円
　
３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式：18,004,571株
自己株式： ― 株

　
（2）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成29年８月７日
取締役会 普通株式 利益剰余金 142百万円 8円00銭 平成29年６月30日 平成29年９月７日

　
（3）当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成30年８月８日
取締役会 普通株式 利益剰余金 144百万円 8円00銭 平成30年６月30日 平成30年９月６日

　
（4）当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

普通株式： 260,500株
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４．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達は主に銀行等金融機関からの借入及び新株予
約権等の発行によっています。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的
な取引は行わない方針です。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権については、受取手形及び売掛金があり、それぞれ顧客並びに割賦・リース会社の信用リスクに依存
しています。
　営業債務では、買掛金、未払金についてはいずれも１年以内の支払期日ですが、長期未払金、リース債務は、
顧客とのエネルギーサービス契約に基づく５～10年に亘る投下設備の割賦、リース資金です。エネルギーサー
ビス契約に基づく債務では原則として当社と顧客並びに割賦・リース会社間でエネルギーサービス契約のサービ
ス料を担保とした代金回収並びに設備資金支払の契約を締結しておりリスクとしては顧客の信用リスクに依存し
ています。その他の割賦債務については、支払総額を割賦期間に均等に配分する方法により金利変動リスクを固
定化しています。長期借入金は、子会社発電所の建設資金及び当社グループの運転資金であり、このうち発電所
建設資金の一部については金利変動リスクに対して金利スワップ取引による支払利息の固定化を実施していま
す。当該デリバティブ取引は、ヘッジ会計の適用の範囲内です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ
対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要
な事項「（3）会計方針に関する事項 ④重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの回収期日管理及び残高管理を行い実施していま
す。投資先、貸付先の信用リスクは、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や条件の見直し交渉により軽
減を図っております。
　市場リスク(金利等の変動リスク)については、借入残高の大きな一部の子会社において借入金の支払金利の変
動リスクを抑制するため金利スワップ取引を利用しております。
　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、適時に資金繰計画を
作成・更新するとともに手許流動性資金を一定額以上に維持すること等により実施しております。

　
（2）金融商品の時価等に関する事項

平成30年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。

連結貸借対照表
計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

1.現金及び預金 3,436 3,436 ―

2.受取手形及び売掛金 1,046 1,046 ―

3.有価証券 1,000 1,000 ―

4.支払手形及び買掛金 (612） （612） ―

5.短期借入金 (200） (200） ―

6.未払金 （364） （364） ―

7.長期借入金 （12,555） （12,719） （163）

8.社債 （72） （71） （△0）

9.長期未払金 （1,071） （1,052） （△19）

10.リース債務 （480） （480） （―）

11.デリバティブ取引（※2） （4） （4） （―）
　

（※1）負債に計上されるものについては、（ ）で示しております。
（※2）デリバティブ取引は、債権・債務を差引きした合計を表示しております。
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注．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
1．現金及び預金
　預金はそのほとんどが短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

2．受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

3．有価証券
　譲渡性預金であり短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

4．支払手形及び買掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

5．短期借入金
　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

6．未払金
　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

7．長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現
在価値により算定しております。

8．社債
　社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規社債の発行を行った場合に想定される利率で割引いた現
在価値により算定しております。

9．長期未払金
　当社のエネルギーサービスは、当社と顧客並びに割賦・リース会社間でエネルギーサービス契約のサービス料
を担保とした代金回収並びに設備資金支払の契約を締結しております。長期未払金は、当該設備資金の未払割賦
残高であり顧客の信用リスクによるノンリコース契約となっているため、資金調達に係る流動性リスク(支払期
日に支払いを実行できなくなるリスク)はないことから時価は帳簿価額によっております。
　それ以外の割賦債務に係る長期未払金は、割賦債務の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割引いた現在価値により算定しております。

10．リース債務
　当社のエネルギーサービスは、当社と顧客並びに割賦・リース会社間でエネルギーサービス契約のサービス料
を担保とした代金回収並びに設備資金支払の契約を締結しております。リース債務は、当該設備資金の未払割賦
残高であり顧客の信用リスクによるノンリコース契約となっているため、資金調達に係る流動性リスク(支払期
日に支払いを実行できなくなるリスク)はないことから時価は帳簿価額によっております。

11．デリバティブ取引
　金利スワップのヘッジ対象となっている長期借入金と一体として処理されているため、取引先金融機関から提
示された時価評価の債権・債務を差引きした合計を表示しております。
　また、金利スワップの特例処理によるものは、長期借入金の範囲内で利用しているため、その時価は当該長期
借入金の時価に含めて記載しております。

　
５．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 549円44銭
（2）１株当たり当期純利益金額 110円61銭
　
（注）当社は、平成30年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき1.2株の割合で分割しております。当該株

式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定
しております。
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６．重要な後発事象に関する注記
株式分割
当社は、平成30年５月10日開催の取締役会において、平成30年７月１日を効力発生日として株
式分割を行うことについて決議しております。

　

１. 株式分割の目的
株主の皆様への利益還元、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として
おります。

２. 株式分割の概要
(1) 分割の方法
平成30年６月30日（土曜日）（ただし、同日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には
平成30年６月29日（金曜日））を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録され
た株主の所有する普通株式１株につき、1.2株の割合をもって分割いたしました。

(2) 分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 18,004,571株
今回の分割により増加する株式数 3,600,914株
株式分割後の発行済株式総数 21,605,485株
株式分割後の発行可能株式総数 69,840,000株

(3) 分割の日程
基準日公告日 平成30年６月11日 （月曜日）

基準日 平成30年６月30日 （土曜日）

効力発生日 平成30年７月１日 （日曜日）
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個 別 注 記 表
　
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準及び評価方法 ：移動平均法による原価法
（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法 ：総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）
（3）固定資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産（リース資産を除く）
省エネルギー支援サービス事業用の有形固定資産

：買取りオプションが付与された固定資産については、
エネルギー供給サービス契約期間を耐用年数とし、契
約期間満了時における資産の見積処分価額を残存価額
とする定額法。上記以外については経済的使用可能予
測期間を耐用年数とする定額法。

その他の有形固定資産 ：定率法
ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお
ります。

ｃ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

：リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定
額法

リース取引に関する会計基準の改正適用以前に契約をしたものについては、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によっております。

　
（4）引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を算出しております。

ｂ．メンテナンス費用引当金
省エネルギー支援サービス事業の機械装置にかかる定期点検等のメンテナンス費用の支出に備
えるため、その支出見込額のうち当事業年度末までに負担すべき費用の見積額を計上しており
ます。

ｃ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上して
おります。

（5）収益及び費用の計上基準
・工事の進行途上においても、その進捗部分について成果が認められる場合
工事進行基準によっております。
・上記の要件を満たさない場合
工事完成基準によっております。
・決算日における工事進捗度の見積方法
原価比例法によっております。
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（6）ヘッジ会計の方法
ａ．ヘッジ会計の方法 ：金利スワップは、特例処理によっております。
ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ：ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金
ｃ．ヘッジ方針 ：デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、借入金

の金利変動によるリスクを回避することを目的として
金利スワップを利用しており、投機目的の取引は行っ
ておりません。

ｄ．ヘッジ有効性の評価方法 ：特例処理によっている金利スワップについては、有効
性の評価を省略しております。

（7）消費税等の会計処理 ：税抜方式によっております。
（8）連結納税制度の適用 ：当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用して

おります。
（9）会計方針の変更
（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用）
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応
報告第36号 平成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）を当事業年度より適用
し、平成30年４月１日以後従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引につ
いては、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）
等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的
な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き
有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

　
２．貸借対照表に関する注記
（1）担保資産
担保に供している資産及び担保に係る債務
① 関係会社株式 ： 1,981百万円
上記の関係会社株式は、子会社である㈱エフオン日田、㈱エフオン豊後大野、㈱エフオン壬生
の一年内返済予定長期借入金637百万円、長期借入金9,539百万円及び金利スワップ取引の担
保に供しております。

② 売掛金 ： 110百万円
③ リース資産 ： 432百万円
上記資産を割賦及びリースに関する債務に対する譲渡担保等に供しております。なお、上記割
賦及びリースに関する債務は、買掛金3百万円、一年内支払予定長期未払金335百万円、長期
未払金488百万円、リース債務（流動負債）134百万円、リース債務（固定負債）346百万円
であります。

　
（2）有形固定資産の減価償却累計額 ： 8,990百万円
　
（3）偶発債務
① 債務保証

保証先 金額（百万円） 内容
㈱エフオン日田 217 借入債務
㈱エフオン豊後大野 6,959 借入債務
㈱エフオン白河 450 借入債務
㈱エフオン壬生 3,000 借入債務

計 10,627
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② デリバティブ取引に対する保証債務
被保証者 契約金額等（百万円） 内容

㈱エフオン日田 195 金利スワップ
㈱エフオン豊後大野 5,459 金利スワップ

計 5,654

　上記のデリバティブ取引は、子会社及び関連会社の借入金に関する金利変動リスクを回避する
目的のものです。

　
（4）関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分表示したものを除く）
① 短期金銭債権 ： 2,584百万円
② 短期金銭債務 ： 3,004百万円

　
３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 売上高 ： 2,516百万円
② 営業取引以外の収益取引 ： 578百万円

　
４．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産の主な原因は、流動資産において税務上の繰越欠損金、メンテナンス費用引当金、未払
事業税、賞与引当金等であり、固定資産において税務上の繰越欠損金、減価償却費、関係会社株式評価
損であります。
　

５．リースにより使用する固定資産に関する注記
　 オペレーティング・リース取引（解約不能のもの）
　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 93百万円
１年超 54百万円
合計 148百万円
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６．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称

資本金
又は
出資金
（百万円）

事業の
内容
又は職業

議決権等
の 所 有
（被所有）
割合（％）

関係内容 取引の内容 取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社㈱エフバイオス 10
燃料販売
運営受託
事業

100.00 役員の兼任

事業開発コンサルティング 36 売掛金 3

経営指導業務 24 売掛金 2

新規プロジェクト
コンサルティング 72 売掛金 6

業務委託費 72 未収入金 6

設計業務支援 1

子会社㈱エフオン日田 495 発電事業 100.00 役員の兼任

事業開発コンサルティング 36 売掛金 3

業務委託費 36 未収入金 3

子会社の銀行借入金及び金利
スワップに対する債務保証

（元金）

― ―
217

（金利スワップ）

195

子会社㈱エフオン白河 441 発電事業 100.00 役員の兼任

事業開発コンサルティング 36 売掛金 3

業務委託費 36 未収入金 3

発電所内設備工事 6 ― ―

子会社の銀行借入に対する
債務保証 450 ― ―

子会社㈱エフオン豊後大野 450 発電事業 100.00 役員の兼任

事業開発コンサルティング 36 売掛金 3

業務委託費 36 未収入金 3

場内整備工事 535 売掛金 141

　― ― 短期貸付金 300

子会社の銀行借入金及び金利
スワップに対する債務保証

（元金）

― ―
6,959

（金利スワップ）

5,459

子会社㈱エフオン壬生 1 発電事業 100.00 ―

発電所建設工事 1,734 売掛金 1,748

発電所建設工事前受金 3,000 前受金 3,000

　― ― 長期貸付金 1,381

子会社㈱エフオン新宮 1 発電事業 100.00 ―
建設立替金 11 立替金 11

資金の貸付 770 長期貸付金 770
　

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。
２．グループ会社間の建設工事請負契約及び発電所建設中の子会社に対する貸付金に関しましては、当事者間で工
事内容、工事期間、総工費等を勘案して協議の上で決定しております。

３．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 352円29銭
（2）１株当たり当期純利益金額 38円44銭

（注）当社は、平成30年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき1.2株の割合で分割しております。当該株
式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定して
おります。

　
８．重要な後発事象に関する注記
「連結注記表 重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。
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